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着物の寄付受納（千總
ち そ う

ホールディングス） 

 

この度、株式会社千總
ち そ う

ホールディングス（取締役会長 西村
にしむら

總左衛門
そ う ざ え も ん

 氏）か
ら、本市社会福祉の一助にと、着物の寄付の申し出がありました。 

 
● 受納日時 令和７年４月１４日（月）午前１１時〜 
● 受納場所 株式会社千總ホールディングス本社（〒６０４−８１６６ 京都市中京区三

条通烏丸西入御倉町８０） 
● 寄付者 株式会社千總ホールディングス（取締役会長 西村總左衛門 氏） 
● 受納者 松井孝治 京都市長 
● 寄付内容 振袖一式 五組 
 
 
＜寄付者について＞ 

株式会社千總ホールディングスは弘治(こうじ)元年（１５５５年）に創業され、今年で創
業４７０年となります。 

本市への御寄付は、昭和６２年１２月に株式会社改組５０周年を迎えられたことを機に、
社会福祉に貢献したいとの趣旨で始められ、今年で３６回目となります。 

 
＜御寄付いただいた着物について＞ 

御寄付いただいた着物は、京都市ひとり親家庭支援センターでの着物貸出事業において、
必要とされるひとり親家庭の親と子に貸し出します。 



 

 

 
昨年の寄付受納式                昨年度寄付受納した着物（一部） 
 

 
 
 
 

京都はぐくみ憲章ロゴ 
 
＜お問合せ先＞ 
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 
電話：０７５−７４６−７６２５ 


